
令和６年度（令和５年度分）住民税が課税されている者の
被扶養者のみからなる世帯は給付対象外となります。

〈例〉パターン①：世帯全員が住民税所得割が課されておらず、全員が

住民税が課税されている者の扶養に入っている。
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〈例〉パターン②：一人暮らしの学生等（非課税）の単身世帯で、

住民税が課税されている親等に扶養されている。
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〈例〉パターン③：世帯全員が住民税所得割が課されておらず、

住民税が課税されている者に扶養されて

いる者とされていない者が混在している世帯。
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